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千代田町環境方針 

 

[基本理念] 

 ２１世紀は、環境と共に生きる「環境の世紀」と言われています。身近なご

み問題から地球温暖化及びオゾン層問題まで、私たちは地球規模での環境破壊

が進むことを断固阻止しなければなりません。 

 そして、次の世代へと豊かな環境を引き継ぐため、千代田町の職員自らが意

識改革を行い、環境マネジマントを積極的に推進することで、町民や事業者の

環境保全意識を高め、自然や環境と一体となった「循環型社会の構築」を目指

します。 

以下、基本理念に基づいた基本方針を定め、環境改善に取り組みます。 

 

[基本方針] 

１．事務事業における環境負荷の低減 

   庁舎内等の事務事業における資源・エネルギー消費量を削減し、廃棄物

の減量化やリサイクルに努めます。 

２．環境マネジメントシステムの確立 

    環境目的及び環境目標を設定し、その達成に努めるとともに、定期的に

見直しを行い、継続的改善を図ります。 

３．環境教育の推進 

   子供から老人まで、全ての町民を対象とした「千代田町独自の環境教育」

を推進します。 

４．職員の意識改革 

     職員全員に環境方針を周知し、環境教育等を実施し環境改善意識の向上

を図ります。 

５．コンプライアンスと情報公開 

   環境法令等を順守し、町民や事業者へは町広報紙やホームページにより、

各種の情報を公開します。 

 

平成１９年４月１日 

 

                 群馬県千代田町長 
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千代田町環境管理組織に関する要領  

 

 

（趣旨）  

第１  この要領は、千代田町環境マネジメントシステム（以下「シ  

ステム」という。）の体制と責任に関し、必要な事項を定めるも  

のとする。  

 

（最高責任者）  

第２  システムの総責任者として、最高責任者（以下「責任者」と  

いう｡）を置く。  

２  責任者は、町長をもって充てる。  

３  責任者の職務は、次のとおりとする。  

（１）環境方針を決定する。  

（２）システムの実施に係る目的・目標及び計画を決定する。  

（３）システム全体の目的・目標及び実施計画について見直しを  

  行い、必要に応じて環境管理責任者に指示する。  

（４）監察チーム（外部監察委員・内部監察委員）の任免を行う。 

 

（環境管理責任者）  

第３  最高責任者を補佐するため、環境管理責任者（以下「管理責  

任者」という。）を置く。  

２  管理責任者は、副町長をもって充てる。  

３  管理責任者は、システムを統括管理する。  

４  管理責任者は、責任者に事故があるとき又は欠けたときは、そ  

の職務を代理する。  

５  管理責任者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がそ

の職務を代理する。  

 

（環境管理委員）  

第４  システムの運用責任者として、環境管理委員（以下「管理委  

員」という。）を置く。  

２  管理委員は、教育長及び課局長をもって充てる。  

３  管理委員の職務は、次のとおりとする。  

（１）システムの実務的な責任者として、当該職場における環境負

荷の数値や取組み状況等を把握し、管理責任者へ報告する。  

（２）所属職員に対し、環境管理推進の指導や助言等を行う。  

  

（環境管理委員会の設置）  

第５  システムを円滑に推進するため環境管理委員会（以下「管理

委員会」という。）を設置する。  

２  管理委員会は、副町長、教育長、課局長をもって充てる。  

３  管理委員長は、副町長をもって充て、委員会の座長となる。  

２  



４  管理副委員長は、総務課長をもって充て、委員長に事故がある

とき又は欠けたときは、その職務を代理する。  

５  管理委員会の審議事項は、次のとおりとする。  

（１）環境目的、環境目標、環境マネジメントプログラム等の策定  

に関すること。  

（２）その他上記を推進するための調整や情報交換を行う。  

 

（監察チームの設置）  

第６  環境方針に基づく、 システムの運営の状況を監察するため、

環境管理監察チーム（以下「監察チーム」という。）を置く。監

察チームは、主に町職員以外の者を充てる「外部監察委員会」と、

町職員が監察を行う「内部監察委員会」とに分けて、監察 を実施

する。  

２  外部監察委員は６人とし、町民、専門家、町監査委員、町職員  

の中から選出した者で、監察委員研修を終了した者について責任

者が任命する。  

３  内部監察委員は６人とし、町職員の中から監察員研修を終了し  

た者について責任者が任命する。  

４  外部監察委員会及び内部監察委員会に、委員長及び副委員長を  

 置く。なお、正副委員長の選出に当たっては、委員の互選とする。  

５  監察チームの職務は、次のとおりとする。  

（１）エコちよだに定めた行動計画等が予定どおり実施されている  

かどうかを確認する。  

（２）監察結果を管理責任者に報告するとともに、不適切な事項に  

ついては遅滞なく改善するよう、管理責任者に要望・指導する 。 

（３）上記に係る監察は、年１回以上行うものとする。  

６  監察の実施時期については、外部監察 にあっては年１回とし、 

 翌年度の７月までに実施する。また、内部監察にあっては隔月と  

 し、監察後は速やかに管理責任者へ報告する。  

 

（監察報告及び指導・助言）  

第７  外部監察委員会は、管理責任者に対して、エコちよだ環境マ

ネジメント事業の推進状況について、監察結果を報告するととも

に事業推進に当たっての指導・助言を行うものとする。  

２  管理責任者は、監察報告及び指導・助言の結果を責任者に報告  

 するとともに、改善すべき事項について協議を行う。  

 

（環境管理事務局）  

第８  次の事務を処理するため環境管理事務局（以下「事務局」と

いう。）を置く。  

２  事務局の職務は、次のとおりとする。  

（１）管理責任者の補佐に関する事務  

（２）管理委員会の庶務に関する事務  

３  

 



（３）監察チームの庶務に関する事務  

（４）その他、システムの運営に関する事 務  

３  事務局長は、企画財政課長をもって充てる。  

４  事務局の庶務は、企画財政課企画調整係で処理する。  

 

（実施組織）  

第９  本町におけるシステムの実施組織は、別紙のとおりとする。 

 

（環境管理推進員）  

第 10 各課局及び各施設に、環境管理推進員（以下「推進員」とい  

う。）を１名以上置く。  

２  推進員は、各課局の課長補佐、係長及び施設の長等をもって充  

てる。  

３  推進員の職務は、次のとおりとする。  

（１）管理委員の指示を受け、目的・目標を達成するための環境保  

全活動を推進する。  

（２）課局等の事業執行に当たって、適切な環境配慮がなされてい  

るか日常的に助言・指導に努め、必要に応じて 照明器具やＯＡ  

機器等の使用状況等の点検・改善を行う。  

 

（その他）  

第 11 その他必要なことは、管理委員会で協議し、責任者の承認を  

得た後に改善を行うものとする。  

 

   附  則  

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則  

 この要領は、平成２０年８月３１日から施行する。 

附  則  

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

４  



千 代 田 町 環 境 管 理 委 員 会 設 置 要 領  

 

（ 設 置 ）  

第 １  本 町 の 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 円 滑 に 推 進 す る た  

め 環 境 管 理 委 員 会（ 以 下「 委 員 会 」と い う 。）を 設 置 す る 。  

 

（ 構 成 ）  

第 ２  委 員 会 は 、 副 町 長 、 教 育 長 及 び 課 局 長 を も っ て 構 成 す

る 。  

２  委 員 長 は 、 副 町 長 を も っ て 充 て る 。  

３  副 委 員 長 は 、 総 務 課 長 を も っ て 充 て る 。 た だ し 、 委 員 長

が 欠 け た と き は 、 副 委 員 長 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

４  委 員 長 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 審 議 事 項 に

関 係 の あ る 職 員 に 委 員 会 へ の 出 席 を 求 め る こ と が で き る 。  

 

（ 委 員 会 の 審 議 事 項 ）  

第 ３  委 員 会 に お い て 審 議 す る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 環 境 管 理 に か か る 目 的 ・ 目 標 等 の 策 定 、 総 合 調 整 及 び  

推 進 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） そ の 他 委 員 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 に 関 す る こ と 。  

 

（ 招 集 ）  

第 ４  委 員 会 は 、 委 員 長 が 招 集 す る 。  

 

（ 部 会 ）  

第 ５  委 員 会 は 、 特 定 の 事 項 を 調 査 さ せ る た め に 、 必 要 が あ  

る と き は 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

２  部 会 は 、 委 員 長 の 指 名 す る 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

３  部 会 に 部 会 長 を 置 き 、 委 員 長 の 指 名 す る 委 員 を も っ て 充  

て る 。  

４  部 会 長 は 、 部 会 を 招 集 し 、 部 会 の 事 務 を 処 理 し 、 部 会 の  

調 査 の 経 過 及 び 結 果 を 委 員 会 に 報 告 す る 。  

 

（ 庶 務 ）  

第 ６  委 員 会 の 庶 務 は 、 環 境 管 理 事 務 局 で 処 理 す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 ７  こ の 要 領 で 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 そ の 他 こ

の 要 領 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 定 め る 。  

   附  則  

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。  

５  
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No 項　　　　　　　　目 内 　　　　　　  容 様式 目的 H22年度実績 H23年度目標 監視・測定項目 頻　　度 担当課局

1 紙の使用数量の削減計画 片面印刷から両面印刷へ、空き面使用 1
白紙使用：1,698,711枚
裏面利用：75,315枚※A4換算

0.01％削減 使用枚数の確認 １回/月 全課局

2 ごみ廃棄量の削減計画 廃棄封筒等の再利用、廃棄文書リサイクル 2 ごみ廃棄量：39,688.4kg 0.01％削減 ゴミ廃棄量の確認 １回/月 全課局

3
電気使用量の削減計画
（毎週火木曜日をノー残業と定め節電）

昼休みは消灯(窓口除きトイレは使用時点
灯、残業時は必要な部分点灯）、OA機器
等は省エネモード又はスイッチ切る

全施設合計：2,526,441kw 15.0％削減 電気使用量の確認 １回/月 全施設

4 水道使用量の削減計画 給湯や手洗いによる削減 全施設合計：46,674㎥ 0.01％削減 水道使用量の確認 １回/２ヶ月 全施設

5 燃料（ガソリン・軽油）使用量の削減計画 空ぶかしや急発進の自粛
全施設合計
　ガソリン：17,296.9L
　軽油：2,580.50L

ガソリン : 1.0％削減
軽油 : 0.01％削減

燃料使用量の確認 １回/月 総務課等

6 灯油・重油使用量の削減計画 適切な使用に努める
全施設合計
　灯油：72,317L
　重油：58,600L

1.0％削減 使用量の確認 １回/月 総務課等

7 LPG使用量の削減計画 適切な使用に努める 全施設合計：2825.4㎥ 1.0％削減 使用量の確認 １回/月 総務課等

8
環境物品の調達（グリーン購入）の推進
（町封筒や町広報紙等の再生紙使用）

再生紙購入等環境配慮物品の推進
（庁舎内外に対して）

4 再生紙購入、大豆インキ使用
各課作成の印刷物：再生紙使用
広報誌：再生紙、大豆インキ使用

環境物品調達状況
の確認

随時 全課局

9 非常用備蓄食糧の有効利用 被災地へ寄付、産業祭にて配布 5
アルファ米、カンパンなど９６
個　※防災訓練にて配布

アルファ米、水、カンパンなど
を防災訓練にて利用

実施状況の確認 随時 総務課

10 公共工事に係るリサイクル商品の指定 再生砕石、再生アスコンの利用 6 再生資源利用率：100％ 再生資源利用率：100％ 利用状況の確認 随時 建設水道課外

11 路線バス運行事業
一般車両からバスへの乗り換えによる
ＣＯ2排出削減 7 乗車人数：87,821名 H22年度以上の乗車人数 利用状況の確認 1回/月 企画財政課

12 ノーマイカーデーの推進 職員の自家用車によるＣＯ２排出削減 8-1
参加人数：107名
削減CO2：2,162.31kg

ノーマイカーの促進 実施状況の確認 １回/月 全課局

13 交通改善対策事業 利用車の小型化によりＣＯ２排出削減 8-2
参加人数：20名
削減CO2：407.78kg

交通改善の促進 実施状況の確認 随時 全課局

14 各公共施設及び周辺の清掃 職員による始業前の清掃活動 9
平日毎日実施（役場庁舎）
※出先機関は各施設で対応

平日毎日実施（役場庁舎）
※出先機関は各施設で対応

実施状況の確認 5回/週 全課局

15 花いっぱい運動推進事業 町内主要場所に植栽 10
パンジー3,400鉢配布
※17行政区へ200鉢ずつ配布

パンジー3,400鉢配布
※17行政区へ200鉢ずつ配布

実施状況の確認 １回/年 経済課

16 平地林ボランティア育成支援事業
平地林を良好な状態に保つため、管理
するボランティアを支援

11 補助金交付2件 ― 実施状況の確認 随時 経済課

17 松くい虫被害木の伐倒処理 景観を損なう枯れ木を処理 12
伐倒処理数：１１１本

適正な処理 実施状況の確認 随時 経済課

18 利根川クリーン作戦 河川美化運動 13 年2回（4・7月）実施 年2回実施 実施状況の確認 2回/年 建設水道課

エネルギー
使用の抑制

資源の有効
利用

環境保全の
推進

3
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環境美化の
推進

省資源、リ
サイクルの
推進



No 項　　　　　　　　目 内 　　　　　　  容 様式 目的 H22年度実績 H23年度目標 監視・測定項目 頻　　度 担当課局

千代田町環境にやさしい行動計画201１

19 あき地管理の推進 町内のあき地等の管理 14
あき地等の
保全

― 適正な管理 実施状況の確認 随時
総務課、農委
環境保健課

20
ごみのポイ捨て及び犬のふん害防止に関
する条例に基づく活動

町の環境美化促進 15 丌法投棄防止パトロール実施 丌法投棄防止パトロール実施 実施状況の確認 2回/月 環境保健課

21 道路愛護事業補助金交付 各地区の道路清掃に対する補助 16 補助金交付：年１回 補助金交付：年１回 実施状況の確認 １回/年 建設水道課

22 低公害車の購入及び公用車の小型化 ハイブリッド車の購入、公用車の小型化 17
公用車の小型化2台、低公害車
の購入1台 ― 購入状況の確認 随時

総務課
環境保健課

23 太陽熱利用温水器設置補助事業 設置費の一部を補助 18 補助金交付：2件 ―
申請及び助成金
交付決定件数

随時 経済課

24 太陽光発電システム補助事業 設置費の一部を補助 38 補助金交付：33件 ―
申請及び助成金
交付決定件数

随時 環境保健課

25 合併処理浄化槽設置費補助事業 設置費の一部を補助 19 補助金交付：32件 ―
申請及び助成金
交付決定件数

随時 環境保健課

26 公共下水道事業 下水道整備 20 整備面積：1.05ha ― 進捗状況の確認 １回/年 環境保健課

27 上水道石綿セメント管布設替事業 石綿管布設取替工事 21
生活基盤の
整備

工事内容：1412.3m ― 実施状況の確認 １回/年 建設水道課

28 生ごみ処理機器設置補助事業 設置費の一部を補助 22

ごみのリサ
イクル化、
減量化の推
進

補助金交付：0件 ―
申請及び助成金
交付決定件数

随時 環境保健課

29 中小企業ISO認証取得支援事業 ISO登録に係る費用の一部を補助 23 ISOの推進 補助金交付：2件 ―
申請及び助成金
交付決定件数

随時 経済課

30 広報紙等による環境情報の啓発
広報紙へアスベスト、耐震等の環境情報を
掲載

24 広報紙やホームページ等に掲載 広報紙やホームページ等に掲載
広報掲載状況の
確認

随時 企画財政課

31 環境教育の実施 小学生・中学生、町民等対象 25 CO2ダイエット宣言への参加
職員研修の開催、
CO2ダイエット宣言への参加等

実施状況の確認 随時 教育委員伒

32 環境図書コーナーの設置 町図書館、小中学校図書室 26 町図書館、小中学校図書室へ設置 実施状況の確認 随時 教育委員伒

33 伒議等ペーパーレス促進運動 職員の伒議等で紙を省略化し樹木の伐採を防ぐ 27 ペーパーレス伒議の実施
職員がペーパーレス化の促進をはかる
（紙を使わない伒議を報告する）

実施状況の確認 随時 全課局

34 マイ箸促進運動 マイ箸を利用することで樹木の伐採を防ぐ 参加人数：243名 職員及び役職員等が積極的に参加する 実施状況の確認 随時 全課局

35 マイバッグ促進運動 マイバッグを利用することでごみを削減する 参加人数：226名 職員がマイバッグを積極的に利用する 実施状況の確認 随時 全課局

36 緑のカーテンの実施 緑のカーテンの設置をおこなう 39
温室効果ガ
ス吸収源の
確保

緑のカーテンの実施（総務課） 緑のカーテンの実施 実施状況の確認 随時 環境保健課外

37

省資源の推
進

水質保全の
推進

環境教育の
推進

省エネ対策
とクリーン
エネルギー
の普及促進

道路環境の
維持



法規制の順守

法令名 環境側面 所管課／様式

08：00～19：00　 65db

19：00～8：00　　55db

騒音規制法

振動規制法

非常用自家発電

灯油タンク

地下タンク

毒物及び劇物取締法 毒劇物の保管
毒劇物の適正
な保管

自主点検
【様式30】
経済課等

特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の
確保等に関する法律

フロン類 適正処理
第一種特定製品（業務
用エアコン、冷蔵庫、
自動販売機）

【様式31】
関係施設

浄化槽法 浄化槽 適正管理
保守点検、清掃
法定検査

【様式32】
関係施設

労働安全衛生法 職場環境の保全
作業環境測定分
析
（作業環境順守）

作業環境測定１回/２ケ月
照明設備点検1回/２ケ月
機械換気設備点検1回/年

建築物の衛生的環境の
確保に関する法律
（ビル管理法）

職場の衛生環境の保全
衛生環境測定分
析
（衛生環境順守）

飲料水貯水槽清掃１回/年
水質検査１回/６ケ月
空気環境測定１回/２ケ月

建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律

建設副産物 適正処理 分別解体、再資源化
建設水道課
経済課等

使用済自動車の再資源化
等に関する法律

公有自動車 適正処理 リサイクル料金の負担
【様式34】
関係各課

特定家庭用機器再商品化
法

特定家電品 適正処理
エアコン・テレビ・冷
蔵庫・洗濯機

【様式35】
関係各課

容器包装に係る分別収集
及び再資源化の促進等に
関する法律

びん、缶、容器包装 分別収集 -
【様式36】

全課局

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

事務系廃棄物
一般廃棄物の
適正な処理

-
全課局

（様式2併用）

国等による環境物品等の
調達の推進に関する法律

物品購入
環境物品調達
の推進

-
全課局

（様式4併用）

【様式29】
関係施設

環境保健課
（調査・指導）

水質汚濁防止法 公共用水域の保全
水質基準の順
守

工場等廃水放流基準の順
守

消防法

要求事項

著しい騒音を発生する施
設エアハンドリングユニ
ット空調設備（送風機）

騒音基準の順
守

著しい騒音を発生する施
設エアハンドリングユニ
ット空調設備（送風機）

特定建設作業 届出順守

振動基準の順
守

届出の順守

騒音規制法

環境保健課
（調査・指導）

【様式28】

町民プラザ
温水プール
総合体育館

（調査＝環境
保健課）

08：00～18：00　 55db

18：00～21：00 　50db

群馬県条例
振動規制法

【様式33】
役場庁舎

町民プラザ

タンクの点検 自主点検



エネルギー使用の抑制に係る取組み 

電気使用量

抑制のため

の行動 

○照明機器の管理を徹底する。 

・印刷室、トイレ、給湯室は使用時以外は消灯する。 

・昼休みは支障のない範囲で消灯する。 

・時間外勤務の場合、必要な箇所のみ点灯し、他の場所は消灯する。 

・支障のない範囲で照明点灯箇所を削減する。（間引き点灯など） 

・ノー残業デー（毎週火曜日、木曜日）を徹底する。(23年度のみ適用) 

○事務機器の省エネ管理を行う。 

・昼休みや会議出席などで１時間以上パソコンを使用しない時は電源を切る。 

・待機中も電力を消費する電化製品の主電源は切る。 

・不必要な電話及び長電話はしない。 

○エレベーターの使用抑制 

・荷物の運搬、来客の案内、その他特別な理由がある場合以外、職員の使用は禁止

する。 

○エネルギー消費効率の高い製品の購入・更新 

・ＯＡ機器、蛍光灯器具、冷蔵庫、テレビ、エアコン等の新規購入、買い替えにあ

たっては、エネルギー効率の高い製品を選択する。 

・蛍光灯は逐次省エネルギー型とする。 

・清涼飲料用自動販売機の設置・入れ替えにあたっては、できる限り省エネ型※の

ものとする。 

空調機器の

管理を徹底

する 

○空調機器の運転時間は、次のとおりを基本とし、節電に努める。 

  午前 8時 30分～午後 5時（窓口延長日：～午後 7時 30分）(23年度のみ適用) 

 時間外の会議や選挙等で使用する場合は、節電に努めながら使用する。 

○空調の吹き出し口の前や上には、障害物を置かない。 

○ブラインドやカーテンを併用し空調を効率的に利用する。 

○温度設定が可能な冷暖房用空調機器は、冷房 28℃、暖房 20℃を目安に運転する。 

○定期的な点検を実施し、補修が必要な場合は早期に行う。 

○屋外や空調をしていない場所へ通じるドアは「開放厳禁」の張り紙をする。 

○夏期 6ヶ月間（5月 1日～10月 31日）はクールビズを徹底する。(23年度のみ適用) 

ガス使用量

抑制のため

の行動 

○湯沸器の使用 

・無駄のないよう使用し、使わない時は必ず火種を消す。 

水使用量抑

制のための

行動 

○日常的な節水を励行する。 

・水を出しっぱなしにせず、こまめに蛇口を開閉する。 

・節水の貼り紙等を掲示し、注意を喚起する。 

・定期的な水漏れ点検を実施する。 

○節水型製品を導入する。 

・洗濯機等の新規購入、買い替えにあたっては、節水型の製品を選択する。 

・節水型トイレの導入に努める。 
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灯油使用量

抑制のため

の行動 

○暖房で灯油を使用している施設は室温を２０℃に設定する。 

○灯油ストーブやファンヒーターの使用は、人がいない場合は消したり、状況に応じ

て火力を抑えたりするなど、灯油の節約に努める。 

○定期的な点検を実施し、補修が必要な場合は早期に行う。 

ガソリン使

用量抑制の

ための行動 

○公用車利用を抑制する。 

・近隣の出先機関への移動はできる限り徒歩等とする。 

・業務上可能な場合は、相乗りを励行する。 

○経済的な運転を徹底する。 

・定期的にタイヤの空気圧調整、黒煙排出状況の点検をする。 

・不要な荷物を常時搭載して走行せず、燃費の向上に努める。 

・急発進、急加速、空ぶかしをしない。 

・暖気運転は必要の範囲内で行う。 

・経済速度で走行する。（一般道：40～60km/h、高速道：80km/h） 

・駐停車中の不必要なアイドリングは行わない。 

○運行記録の記入を徹底する。 

○新規購入、買い替えにあたっては、車両の小型化や低燃費・低公害車を優先する。 

○自家用車での通勤を抑制し、ノーマイカーデーを実施する。 

※省エネ型清涼飲料用販売機 

  午前中に機内の飲料を十分に冷やし、夏期（７～９月）の電力ピーク時（13～16 時）には冷

却運転をストップし、冷温を維持するシステム。従来タイプに比べ、消費電力量が年間 10～15％

節約できる。 
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省資源、リサイクルの推進に係る取組み 

紙の使用量

抑制のため

の行動 

○印刷やコピーは原則として両面コピー、両面印刷とする。 

○Ｅメール、掲示板等の活用により、紙の使用量を減らすように心がける。 

○会議資料等は簡素化する。 

○資料等、簡易な修正は、二本線で修正するなどして「見え消し」対応をする。 

○課内で複数の職員が同じ資料を保有しないよう、共有化する。 

○使用済み用紙、ミスコピー用紙の再利用にあたってはスタンプを押し、裏面を活用

する。（個人情報、外部に出してはならない情報が記載されている用紙は除く。） 

・各課局において裏面利用用紙の箱等を用意し、分別して再利用する。 

○コピー用紙使用量を把握するため、数量を記帳する。 

○封筒は、郵送用に限って使用するように努める。 

○使用済み封筒は、再利用するよう心がける。 

廃棄物の減

量 

○使い捨て容器の自粛 

・コンビニ弁当やカップ麺等の使い捨て容器を使用した商品の購入を自粛する。 

・使い捨て容器を使用している業者からの弁当等の出前を自粛する。 

・会議等での缶やペットボトル飲料の使用を自粛する。やむを得ない場合はなるべ

く容量の大きい商品を購入し、コップ等に移し替えて出すように努める。 

・紙コップやナイロン製の使い捨てコップ等の使用を自粛する。 

○ごみ箱は可能な限り削減し、ごみの減量に努める。 

○外部からの持ち込み量を抑制する。 

・他の官公庁、団体等からのポスター、リーフレット等の送付については、所要量

を超えた受け入れをしないよう努める。 

・チラシ類を配布する業者に対して、チラシ類の枚数は課局あるいは出先機関単位

とするよう協力を求める。 

・備品等の購入時、梱包材や包装紙は、できる限り納入業者に引き取ってもらうよ

うに努める。 

○可燃ごみの排出量を把握するため、排出時には必ず計量を行う。 

リサイクル

推進のため

の行動 

○古紙類 

・新聞、ダンボール、雑誌（チラシ）は資源ごみとしてリサイクルに出す。 

※近くに資源物の回収ステーションがない職場の場合は、事務連絡等で役場に来た

ときに、庁舎内の回収ステーションを利用し、廃棄処分はしないように努める。 

・印刷用紙（個人情報が記載されているもの等を除く）、封筒、ポスター、名刺等

リサイクルできるものはリサイクルに出す。 

○飲料容器 

・ビン、ペットボトル、缶は、資源ごみとして分別し、リサイクルに出す。なお、

ビンやボトルのフタ、セロハンの帯は外し、中をきれいに洗ってから出す。 

※ごみの分別方法は、環境保健課で作成した「ごみ収集カレンダー」を参考にして

ください。 
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環境配慮建設工事の推進 

建設副産物

対策 

○再資源化の促進 

・アスファルト塊、コンクリート塊、建設発生木材、混合廃棄物の再資源化を促進

する。 

○再生品の利用促進 

・再生アスファルト、再生砕石（クラッシャーラン）等の再生資源の利用を促進す

る。 

○建設副産物の適正処理 

・建設工事において発生する建設発生土及び建設廃棄物については、排出量を把

握・管理するとともにその減量・リサイクルの推進に努める。 

周辺環境対

策 

○騒音・振動、排気ガスの抑制 

・建設工事の施工にあたっては、近隣住民への工事内容の周知を徹底する。 

・建設工事の施工にあたっては、車両台数の抑制や低騒音型の建設機械の使用、防

音シートの設置等、排気ガス、騒音・振動の抑制に努める。 

・適切な防塵対策を行うことにより、周辺環境の保全に努める。 

省資源・省エ

ネルギーに

関する取組 

○省エネルギー型建築の推進 

・外気の活用・遮断が可能な建具や断熱材の採用等により、施設の断熱性能の向上

を図る。 

・町有施設の整備・改修にあたっては、省エネルギー型製品を使用し、設備機器の

省電力化を進める。 

○自然エネルギー等を活用した設備の導入 

・施設の整備にあたっては用途・規模・立地条件等を考慮してトップライトの採光

や自然採光、自然通風の利用に配慮する。 

○深夜電力の活用等 

・必要に応じて深夜電力利用機器を導入する。 

○節水器具等の導入 

・町有施設の水道、トイレ等への自動水栓、感知式洗浄弁、擬音装置等の導入を進

める。 
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目標 施設名
平成22年度実績

（基準値）
削減率 削減値 目標値 備考（2010結果）

役場庁舎
(図書館を含む)

345,798 51,869.7 293,928.3

東保育園 30,060 4,509.0 25,551.0
西保育園 75,483 11,322.5 64,160.6
保健センター 33,051 4,957.7 28,093.4

公園関係 24,304 3,645.6 20,658.4
浄水場 1,042,934 156,440.1 886,493.9

町民プラザ 212,880 31,932.0 180,948.0

総体・プール 356,886 53,532.9 303,353.1

給食センター 102,601 15,390.2 87,210.9

東幼稚園 6,811 1,021.7 5,789.4

西幼稚園 6,946 1,041.9 5,904.1

東小学校 79,111 11,866.7 67,244.4

西小学校 95,480 14,322.0 81,158.0

中学校 114,096 17,114.4 96,981.6

合計 2,526,441 378,966.2 2,147,474.9

役場庁舎 6,103 915.5 5,187.6

東保育園 1,323 198.5 1,124.6

西保育園 2,507 376.1 2,131.0

保健センター 775 116.3 658.8

公園関係 1,603 240.5 1,362.6

図書館 171 25.7 145.4

町民プラザ 849 127.4 721.7

総体・プール 6,281 942.2 5,338.9

給食センター 8,213 1,232.0 6,981.1

東幼稚園 349 52.4 296.7

西幼稚園 557 83.6 473.5

東小学校 2,374 356.1 2,017.9

西小学校 7,290 1,093.5 6,196.5

中学校 8,279 1,241.9 7,037.2

合計 46,674 7,001.1 39,672.9

2011数値目標

◆平成22年度は「現状維持」とい
う目標に対し、結果は5.7％増加と
なり、目標を達成できませんでし
たした。
H21年度：44,156㎥
H22年度：46,674㎥

◆平成22年度は「現状維持」とい
う目標に対し、結果は4.2％増加と
なり目標を達成できませんでし
た。

H21年度：2,424,492kw
H22年度：2,526,441kw

【エネルギー使用の抑制】

15.00%

0.01%

電気使用量の抑制
（単位＝kw）

水道使用量の抑制
（単位＝㎥）



目標 施設名
平成22年度実績

（基準値）
削減率 削減値 目標値 備考（2010結果）

総務課 10,274.0 1,541.1 8,732.9

企画財政課 339.0 50.9 288.2

税務課 559.4 83.9 475.5

住民福祉課 439.4 65.9 373.5

保健センター 1,397.5 209.6 1,187.9

建設水道課（管理） 758.6 113.8 644.8

建設水道課（公園） 831.0 124.7 706.4

建設水道課（浄水場） 1,224.3 183.6 1,040.7

町民プラザ 510.7 76.6 434.1

総体・プール 939.0 140.9 798.2

東小学校 20.0 3.0 17.0

西小学校 0.0 0.0 0.0

西保育園 4.0 0.0 4.0

合計 17,296.9 2,594.5 14,702.4

総務課 314.1 47.1 267.0

建設水道課（公園） 1,501.7 225.3 1,276.4

給食センター 632.0 94.8 537.2

西保育園 36.0 5.4 30.6

西幼稚園 96.7 14.5 82.2

合計 2,580.5 387.1 2,193.4

役場庁舎 15,000.0 2,250.0 12,750.0
東保育園 1,630.9 244.6 1,386.3

西保育園 4,607.0 691.1 3,916.0

保健センター 5,465.0 819.8 4,645.3
総体・プール 25.0 3.8 21.3

給食センター 39,000.0 5,850.0 33,150.0

東幼稚園 690.0 103.5 586.5

西幼稚園 1,351.1 202.7 1,148.4

東小学校 703.0 105.5 597.6

西小学校 570.0 85.5 484.5

中学校 3,275.0 491.3 2,783.8

合計 72,317.0 10,847.6 61,469.5

2011数値目標

◆平成22年度は「現状維持」とい
う目標に対し、結果は4％削減で
き、目標を達成しました。

H21年度：18,019.3ℓ
H22年度：17,296.9ℓ

◆平成22年度は「現状維持」という目
標に対し、結果は0.9％増加となり、
目標を達成できませんでした。
H21年度：2,520.8ℓ
H22年度：2,580.5ℓ

◆平成22年度は「現状維持」とい
う目標に対し、結果は10.4％増加
となり、目標を達成できませんで
した。

H21年度：65,925.8ℓ
H22年度：72,317.0ℓ

1.00%
灯油使用量の抑制

（単位＝ℓ）

【エネルギー使用の抑制】

0.01%

1.00%

軽油使用量の抑制
（単位＝ℓ）

ガソリン使用量の
抑制

(単位＝ℓ）



目標 施設名
平成22年度実績

（基準値）
削減率 削減値 目標値 備考（2010結果）

町民プラザ 5,000 750.0 4,250.0

総体・プール 40,900 6,135.0 34,765.0

東小学校 5,000 750.0 4,250.0

西小学校 7,700 0.0 7,700.0

西保育園 42 6.3 35.7

合計 58,642 8,796.3 49,845.7

役場庁舎 242.5 36.4 206.1

東保育園 827.0 124.1 703.0

西保育園 1,116.9 167.5 949.4

保健センター 53.5 8.0 45.5

給食センター 467.0 70.1 397.0

東幼稚園 9.6 1.4 8.2

西幼稚園 5.7 0.9 4.8

東小学校 17.9 2.7 15.2

西小学校 63.3 9.5 53.8

中学校 22.0 3.3 18.7

合計 2,825.4 423.8 2,401.6

◆平成22年度は「現状維持」という目
標に対し、結果は4.9％削減となり、
目標を達成できました。
H21年度：61,600ℓ
H22年度：58,642ℓ

◆平成22年度は「現状維持」とい
う目標に対し、結果は9.7％削減と
なり目標を達成できました。

H21年度：3,127.6㎥
H22年度：2,825.4㎥

1.00%
ガス使用量の抑制

（単位＝㎥）

重油使用量の抑制
（単位＝ℓ）

1.00%

【エネルギー使用の抑制】

2011数値目標



目標 施設名
平成22年度実績

（基準値）
削減率 削減値 目標値 備考（2010結果）

役場庁舎 467,824 46.8 467,777.2

東保育園 18,000 1.8 17,998.2

西保育園 24,500 2.5 24,497.6

保健センター 91,898 9.2 91,888.8

図書館 21,350 2.1 21,347.9

町民プラザ 81,646 8.2 81,637.8

総体・プール 36,460 3.6 36,456.4

給食センター 11,480 1.1 11,478.9

東幼稚園 5,747 0.6 5,746.4

西幼稚園 10,329 1.0 10,328.0

東小学校 398,500 39.9 398,460.2

西小学校 444,150 44.4 444,105.6

中学校 86,827 8.7 86,818.3

合計 1,698,711 169.9 1,698,541.1

役場庁舎 1,780.9 0.2 1,780.7

東保育園 2,939.4 0.3 2,939.1

西保育園 4,935.2 0.5 4,934.7

保健センター 489.0 0.0 489.0

図書館 115.3 0.0 115.3

町民プラザ 260.2 0.0 260.2

総体・プール 334.8 0.0 334.8

給食センター 25,268.9 2.5 25,266.4

東幼稚園 234.7 0.0 234.7

西幼稚園 368.7 0.0 368.7

東小学校 1,183.8 0.1 1,183.7

西小学校 1,222.6 0.1 1,222.5

中学校 554.9 0.1 554.8

合計 39,688.4 4.0 39,684.4

2011数値目標
【省資源、リサイクルの推進】

用紙使用量の削減
（単位＝枚）

可燃ごみ排出量の削減
（単位＝㎏）

0.01%

◆平成22年度は「現状維持」とい
う目標に対し、結果は0.8％増加と
なり、目標を達成できませんでし
た。

H21年度：39,360.3㎏
H22年度：39,688.4㎏（なかさと公
園分は除く）

0.01%

◆平成22年度は「現状維持」とい
う目標に対し、結果は6.1％増加と
なり、目標を達成できませんでし
た。

H21年度：1,600,689枚
H22年度：1,698,711枚



目的 目標 対象 具体的内容 備考

建設副産物対策を推進する
コンクリート塊、アスコン塊の再資
源化１００％

周辺環境対策の推進
施工方法の環境配慮項目の５０％以
上の実施

【施工方法の環境配慮項目】
①近隣住民への工事内容周知　②防音対策　③
振動対策　④排気ガス対策　⑤防塵対策　⑥建
設機械の燃料消費対策

省資源、省エネルギーの取
り組みの推進

施設設計計画策定にあたっての環境
配慮項目の５０％以上の実施

【施設設計計画策定の環境配慮項目】
①省エネルギー型建築の推進　②自然エネルギ
ー等を活用した設備の導入　③深夜電力の活用
等　④節水器具等の導入

【参考】建設リサイクル法（建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律）/平成１４年５月３０日施行

その他

・分別解体及び再資源化等の実施義務の対象と
なる建設工事の規模
①解体工事：床面積80㎡以上
②新築・増築工事：床面積500㎡以上
③修繕・模様替え等工事：請負代金１億円以上
④建築物以外の工作物の解体工事又は新築工
事：請負代金500万円以上
・対象建設工事の実施に当たっては、発注者が
県知事に対して分別解体計画等を届け出る。
・対象建設工事の請負契約の締結に当たって
は、解体工事に要する費用や再資源化等に要す
る費用を明記する。

関係各課
環境に配慮した
建設工事を推進
する

2011環境目標
【環境配慮建設工事の推進】

建設工事に伴って廃棄されるコンクリート
塊、アスファルト・コンクリート塊、建設
発生木材の建設廃棄物について、再資源化
を行い、再利用する。

特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コ
ンクリート、木材）を用いた建築物等に係る解体
工事、新築工事であって、一定規模以上の建設工
事について、その受注者等に対し分別解体及び再
資源化（リサイクル）等を行うことを義務付ける
とともに、工事の届出を必要とする。

内容・概要目的
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